
 

第２２期第 1７回 

松浦海区漁業調整委員会  
 
 
 

日時 令和4年9月21日（水）15時～  
場所 唐津市水産会館 多目的ホール 

 (唐津市海岸通り7182番地217) 
 
 
 

次    第 
 
 
１ 開  会 
 
２ 議  題 

 
（１） あわび漁業特認許可方針（案）について（諮問）             Ｐ2～Ｐ7 

 

（２） 唐津市統括支所（満島地区）におけるワカメの試験養殖について（協議） Ｐ8～Ｐ20             

                

（３） 唐津市統括支所（大島地区）におけるワカメの試験養殖について（協議） Ｐ21～Ｐ33 

 

（４） 令和４年度全国海区漁業調整委員会連合会九州ブロック会議に 

係る各県海区漁業調整委員会の提案議題に対する意見について（協議）  Ｐ34～Ｐ52   

         

（５） 肥前統括支所におけるカキ類及びヒオウギガイの試験養殖結果 

について（報告）                          Ｐ53～Ｐ62 

 

（６） その他                                
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あわび漁業特認許可方針（案） 

 

第１ 制限措置 

（１）漁業種類 

       あわび漁業（すもぐり） 

（２）許可又は起業の認可をすべき漁業者の数 

       １０人 

（３）推進機関の馬力数 

        制限なし 

（４）操業区域 

① 次のア、イ、ウ、エの各点を順次結んだ直線と最大高潮時海

岸線により囲まれた海面のうちの佐賀県玄海海域。ただし、

共同漁業権漁場を除く。 

     ア 福岡県糸島市二丈町串崎 

     イ 福岡県糸島市二丈町串崎と唐津市相賀崎を結んだ直線と、

唐津市高島と福岡県糸島市志摩姫島を結んだ直線との交点 

ウ 唐津市高島南東端 

     エ 唐津市東唐津「旧唐津シーサイドホテル東館」西角 

    ② 松共第２号の共同漁業権漁場内 

（５）漁業時期 

       １２月２１日から翌年１０月３１日まで 

（６）漁業を営む者の資格 

① 操業区域に接続する共同漁業権を有する地区（唐津市浜玉

町、唐津市高島又は満島のいずれかの地区）において漁港機

能を有する施設を拠点として漁業を営もうとする者 

② 佐賀県の漁船原簿に登録されている船舶を使用する権利を有

する者 

③ 佐賀県漁業調整規則（令和２年佐賀県規則第６３号。以下、

「規則」という。）第１０条第１項各号のいずれにも該当しな

い者 

④ 適切な資源管理を実践できる者 

⑤ 漁業の生産力の向上に努めようとする者 
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第２ 許可の有効期間 

   １年以内 

 

第３ 申請すべき期間 

   令和４年１１月１日から令和４年１２月１日まで 

 

第４ 許可の基準 

   申請数が、１０件を超える場合は、次に掲げる優先順位により許

可又は起業の認可をする者を定める。ただし、同順位である者相

互間の優先順位は抽選による。なお、規則第９条第１項第２号に

該当する場合は、この限りでない。 

（１）  前回の漁業時期において、当該知事許可漁業の許可を有してい

た者 

（２）２０１３年１２月２１日から２０２１年１０月３１日までの期

間において、あわびの水揚げの実績がある者 

（３）当該知事許可漁業以外の知事許可漁業の許可を有している者 

（４）上記（１）から（３）に該当しない者 

 

第５ 条件 

（１）松浦瀬の中心より半径２５０メートル以内の区域以外では操業

してはならない。 

 松浦瀬の中心（世界測地系） 

緯度：３３°２８′０６″ 

 経度：１３０°００′４２″ 

（２）松共第２号で操業するものは、事前に共同漁業権者と協議し、

同意を得なければならない。その際は同意書の写しを操業時に携

帯しなければならない。 

（３）操業時間は、次のとおりとする。 

１２月・・・・午前７時３０分から午後５時００分まで 

１月・・・・・午前７時３０分から午後５時３０分まで 

２月・・・・・午前７時３０分から午後６時００分まで 

３月・・・・・午前７時００分から午後６時００分まで 
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４月・・・・・午前６時３０分から午後６時３０分まで 

５月・・・・・午前６時００分から午後６時３０分まで 

６月、７月・・午前５時３０分から午後７時００分まで 

８月、９月・・午前６時００分から午後６時３０分まで  

１０月・・・・午前７時００分から午後５時３０分まで 

（４）操業には佐賀県の漁船原簿に登録されている船舶を使用するこ

ととし、すもぐりを行う者は１隻１名とする。 

（５）操業中は、県が指定する操業標旗を船舷上３.０メートル以上の

高さに掲げなければならない。 
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      （標  旗）    地色：だいだい色 

                    字色：白  色 

 
 

   ２０２２年  許可番号        

 

 

         あ   わ   び 

 

 

                     佐賀県 
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あわび漁業特認操業区域

24



-8-



-9-



-10-



-11-



-12-



緯度：33˚27’22.5” N
経度：129˚59’02.8” E

緯度：33˚27’22” N
経度：129˚59’03.5” E

緯度：33˚27’20.888”N
経度：129˚59’01.706”E

緯度：33˚27’21.6”N
経度：129˚59’04.6” E

ア

イ

エ

ウ
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60m

36m 50m
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立　面　図

わかめ養殖筏見取図
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60m

36ｍ 50m

40m

　

10m 10m

（　平 面 図　）

別　紙　２

わかめ養殖漁業漁場図

錨 尺玉式筏

　筏の算定面積　　36ｍ×60ｍ＝　2,160㎡　

　占　用　面　積　　3,000㎡　

　本　　　　　　　数　　　尺玉式筏　10本　

錨

ア

イ

エ

ウ
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松区第302号

松区第301号
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No. 要 望 事 項 提出県

1
大中型まき網漁業及び沖合底びき網漁業の操業禁止区域の見直し及び禁漁期
間の設定について 【継続】

福岡県連合

2
大中型まき網漁業の操業禁止区域の拡大並びに適正操業の指導強化について
【継続】

熊本県連合

3
大中型まき網漁業及び沖合底びき網漁業における操業禁止区域の見直し拡大
等について 【継続】

鹿児島県連合

4 日韓漁業協定におけるはえ縄漁船の操業条件について 【継続】 福岡県連合
5 日中・日韓新漁業協定の発効等に伴う今後の対策等について 【継続】 長崎県連合
6 日本近海における外国漁船違法操業取締の強化について 【継続】 長崎県連合
7 東シナ海における漁船の安全操業確保について 熊本県連合
8 日中漁業協定等に基づく外国漁船の操業条件等の堅持について 【継続】 鹿児島県連合
9 日台漁業取決めの見直しについて 【継続】 沖縄

10 日中漁業協定の見直しについて 【継続】 沖縄

11
クロマグロ資源の適正利用及び零細漁業者の経営支援について 【一部変
更】

佐賀県連合

12 太平洋クロマグロの資源管理の推進について 【一部変更】 長崎県連合
13 太平洋クロマグロの資源管理に係る運用について 【変更】 宮崎

14
太平洋クロマグロの資源管理の強化に伴う経営安定対策の推進について
【継続】

鹿児島県連合

15 太平洋クロマグロ（大型魚）の適正な資源管理について 【継続】 沖縄
16 ミニボートによる危険行為の防止について 【追加】 佐賀県連合
17 ミニボートによる危険行為の防止について 熊本県連合
18 海区漁業調整委員会制度について 【継続】 長崎県連合
19 新たな漁業関係法令の改正について 【継続】 大分
20 改正漁業法における新たな資源管理措置等について 【表現変更】 大分
21 沿岸資源の適正な利用について 【継続】 宮崎
22 水産政策の改革について 【未提出】 鹿児島県連合
22 海区漁業調整委員会の財政基盤の確保について 【継続】 熊本県連合
23 違法操業の取締強化に向けた対応について 【新規】 沖縄

令和４年度全国海区漁業調整委員会連合会九州ブロック会議に係る提案議題一覧
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令
和

４
年

度
全

国
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

連
合

会
九

州
ブ

ロ
ッ

ク
会

議
に

 

係
る

提
案

議
題

（
要

望
事

項
）

 

福
岡

県
連

合
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

 

 要
望

事
項

 

（
１

）
大

中
型

ま
き

網
漁

業
及

び
沖

合
底

び
き

網
漁

業
の

操
業

禁
止

区
域

の
見

直
し

及
び

禁
漁

 

期
間

の
設

定
に

つ
い

て
 

 内
 

容
 

 
本

県
で

は
、
沿

岸
漁

業
者

の
経

営
安

定
や

資
源

保
護

を
図

る
た

め
に

魚
礁

設
置

等
に

よ
る

漁
場

造
成

事
業

、
水

産
資

源
の

管
理

、
種

苗
放

流
等

に
よ

る
資

源
の

維
持

増
大

及
び

経
営

の
合

理
化

等

の
取

組
を

積
極

的
に

推
進

し
て

お
り

ま
す

。
こ

れ
ら

施
策

の
中

で
、
重

点
的

に
漁

場
造

成
事

業
を

実
施

し
て

い
る

漁
場

は
、
本

県
の

沿
岸

漁
業

者
が

優
先

し
て

活
用

で
き

る
漁

場
で

あ
る

と
考

え
て

お
り

ま
す

。
 

沖
ノ

島
周

辺
の

人
工

礁
に

よ
る

漁
場

造
成

区
域

は
本

県
の

中
核

的
な

漁
場

で
あ

り
ま

す
が

、
大

中
型

ま
き

網
漁

業
及

び
沖

合
底

び
き

網
漁

業
の

操
業

可
能

区
域

と
重

複
し

て
い

る
た

め
、
本

県
沿

岸
漁

業
者

と
の

間
に

競
合

や
ト

ラ
ブ

ル
が

多
発

し
て

お
り

ま
す

。
さ

ら
に

、
本

県
の

基
幹

漁
業

で

あ
る

中
型

ま
き

網
漁

業
や

２
そ

う
ご

ち
網

漁
業

は
資

源
保

護
の

た
め

３
～

４
ヶ

月
の

禁
漁

期
間

を
設

定
し

て
い

ま
す

が
、
大

中
型

ま
き

網
漁

業
は

周
年

操
業

と
な

っ
て

お
り

、
沿

岸
漁

業
者

か
ら

操
業

期
間

統
一

の
強

い
要

求
が

あ
り

ま
す

。
 

 
大

中
型

ま
き

網
漁

業
の

網
船

に
対

し
て

は
、
新

施
策

と
し

て
、
平

成
２

５
年

度
に

V
MS

シ
ス

テ

ム
設

置
が

義
務

づ
け

ら
れ

ま
し

た
。
し

か
し

、
船

団
全

船
へ

の
設

置
と

は
な

っ
て

お
ら

ず
、
灯

船

に
よ

る
魚

群
の

誘
導

な
ど

の
手

法
が

可
能

な
た

め
、
違

反
防

止
対

策
と

し
て

は
十

分
で

は
あ

り
ま

せ
ん

。
 

 
上

記
の

こ
と

か
ら

沿
岸

漁
業

の
経

営
安

定
の

た
め

、
現

在
設

定
さ

れ
て

い
る

大
中

型
ま

き
網

漁

業
及

び
沖

合
底

び
き

網
漁

業
の

操
業

禁
止

区
域

の
見

直
し

及
び

禁
漁

期
間

の
設

定
並

び
に

違
反

防
止

対
策

に
つ

い
て

、
次

の
事

項
を

要
望

し
ま

す
。

 

 １
 

本
県

沖
ノ

島
周

辺
海

域
で

は
大

規
模

な
漁

場
造

成
事

業
を

実
施

し
沿

岸
漁

業
の

振
興

と
資

源
の

涵
養

を
図

っ
て

お
り

、
当

該
海

域
の

大
中

型
ま

き
網

漁
業

及
び

沖
合

底
び

き
網

漁
業

の

操
業

禁
止

区
域

を
拡

大
す

る
こ

と
。

 

 ２
 

資
源

保
護

の
た

め
、

大
中

型
ま

き
網

漁
業

に
も

禁
漁

期
間

を
設

定
す

る
こ

と
。

 

 ３
 

大
中

型
ま

き
網

漁
業

に
使

用
す

る
全

船
へ

VM
S
を

設
置

す
る

こ
と

。
 

 ４
 

従
来

か
ら

あ
る

操
業

禁
止

区
域

で
の

違
反

操
業

の
取

締
り

を
強

化
し

、
違

反
者

に
対

す
る

行

政
処

分
は

、
迅

速
厳

正
な

も
の

と
す

る
と

と
も

に
、

罰
則

の
強

化
を

図
る

こ
と

。
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令
和

４
年

度
全

国
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

連
合

会
九

州
ブ

ロ
ッ

ク
会

議
に

 

係
る

提
案

議
題

（
要

望
事

項
）

 

熊
本

県
連

合
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

 

 要
望

事
項

 

 （
２

）
大

中
型

ま
き

網
漁

業
の

操
業

禁
止

区
域

の
拡

大
並

び
に

適
正

操
業

の
指

導
強

化
に

つ
い

て
 

 内
 

容
 

 

本
県

、
天

草
沿

岸
域

に
お

い
て

は
、

水
産

資
源

の
維

持
保

全
と

沿
岸

漁
業

の
健

全
な

発
展

を
図

る
た

め
、

魚
礁

設
置

事
業

等
に

よ
る

漁
場

整
備

、
稚

魚
の

放
流

、
自

主
規

制
に

よ
る

資
源

管
理

等

を
積

極
的

に
推

進
し

て
き

た
と

こ
ろ

で
あ

る
が

、
大

中
型

ま
き

網
漁

業
の

操
業

は
、

当
該

地
域

の

漁
業

振
興

を
図

る
う

え
で

大
き

な
問

題
と

な
っ

て
い

る
。

 

そ
の

た
め

、
大

中
型

ま
き

網
漁

業
の

当
海

域
で

の
操

業
秩

序
の

確
保

を
目

的
と

し
た

協
定

の
締

結
に

向
け

話
し

合
い

が
進

め
ら

れ
、

そ
の

結
果

関
係

者
の

協
議

が
整

い
、

平
成

１
８

年
に

国
と

県

の
立

会
に

よ
り

協
定

が
締

結
さ

れ
た

。
 

そ
の

後
１

０
数

年
が

経
過

し
た

が
、
こ

の
間

協
定

は
遵

守
さ

れ
、
操

業
秩

序
が

保
た

れ
て

い
る

。
 

つ
い

て
は

、
今

後
と

も
関

係
者

の
協

議
の

継
続

が
不

可
欠

で
は

あ
る

が
、

沿
岸

漁
業

の
振

興
と

資
源

の
涵

養
を

図
る

た
め

、
大

中
型

ま
き

網
漁

業
の

操
業

禁
止

区
域

の
拡

大
等

に
つ

い
て

、
次

の

事
項

を
強

く
要

望
す

る
。

 

 １
 

大
中

型
ま

き
網

漁
業

の
操

業
禁

止
区

域
を

拡
大

す
る

こ
と

。
 

 
 

操
業

禁
止

区
域

に
係

る
操

業
調

整
の

整
っ

た
も

の
に

つ
い

て
は

、
随

時
操

業
の

条
件

と
し

て

内
容

を
盛

り
込

ん
で

頂
き

た
い

。
 

 ２
 

大
中

型
ま

き
網

漁
業

の
適

正
操

業
に

つ
い

て
指

導
を

強
化

す
る

こ
と

。
 

大
中

型
ま

き
網

漁
業

の
操

業
に

つ
い

て
は

、
魚

礁
周

辺
で

の
集

魚
・
操

業
を

行
っ

て
い

る
な

ど
の

情
報

を
聞

い
て

い
る

と
こ

ろ
で

あ
る

。
 

こ
の

よ
う

な
大

中
型

ま
き

網
漁

業
者

の
操

業
は

、
水

産
資

源
の

維
持

回
復

を
図

る
観

点
か

ら
、
沿

岸
漁

業
者

に
と

っ
て

大
き

な
障

害
と

な
っ

て
い

る
た

め
、
沿

岸
漁

業
者

へ
配

慮
し

た
適

正
操

業
に

つ
い

て
十

分
な

指
導

を
強

化
す

る
こ

と
。
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令
和

４
年

度
全

国
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

連
合

会
九

州
ブ

ロ
ッ

ク
会

議
に

 

係
る

提
案

議
題

（
要

望
事

項
）

 

 

鹿
児

島
県

連
合

海
区

漁
業

調
整

委
員

会
 

 

要
望

事
項

 

 （
３

）
大

中
型

ま
き

網
漁

業
及

び
沖

合
底

び
き

網
漁

業
に

お
け

る
操

業
禁

止
区

域
の

見
直

し
拡

大

等
に

つ
い

て
 

 内
 

容
 

  
本

県
の

沿
岸

漁
業

を
取

り
巻

く
環

境
が

，
資

源
の

減
少

や
魚

価
の

低
迷

，
燃

油
価

格
の

高
止

ま

り
に

よ
る

収
益

の
減

少
な

ど
に

よ
り

厳
し

さ
が

ま
す

ま
す

増
大

し
て

い
る

中
，
沿

岸
域

に
お

け
る

資
源

の
維

持
増

大
と

沿
岸

漁
業

の
健

全
な

発
展

を
図

る
た

め
，
沿

岸
漁

業
者

自
ら

資
源

管
理

型
漁

業
に

一
丸

と
な

っ
て

取
り

組
ん

で
い

る
と

こ
ろ

で
あ

る
。

 

 
一

方
，
本

県
海

域
で

は
，
大

中
型

ま
き

網
漁

業
及

び
沖

合
底

び
き

網
漁

業
と

沿
岸

漁
業

と
の

間

に
お

い
て

漁
場

や
資

源
が

競
合

す
る

こ
と

か
ら

，
零

細
な

沿
岸

漁
業

者
は

，
当

該
漁

業
の

操
業

に

対
し

て
大

き
な

危
機

感
を

抱
い

て
い

る
。

 

 
つ

い
て

は
，
沿

岸
漁

業
の

振
興

と
資

源
の

涵
養

を
図

る
た

め
，
大

中
型

ま
き

網
漁

業
及

び
沖

合

底
び

き
網

漁
業

に
対

し
て

，
次

の
事

項
を

強
く

要
望

す
る

。
 

 １
 

鹿
児

島
・

熊
毛

及
び

奄
美

海
域

に
お

け
る

大
中

型
ま

き
網

漁
業

及
び

熊
毛

海
域

に
お

け
る

沖
合

底
び

き
網

漁
業

の
操

業
禁

止
区

域
の

見
直

し
・

拡
大

を
図

る
こ

と
。

 

 ２
 
 
違

反
操

業
の

取
締

り
を

強
化

し
，

違
反

者
に

対
す

る
行

政
処

分
は

，
迅

速
厳

正
な

も
の

と

す
る

こ
と

。
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令
和

４
年

度
全

国
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

連
合

会
九

州
ブ

ロ
ッ

ク
会

議
に

 

係
る

提
案

議
題

（
要

望
事

項
）

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
福

岡
県

連
合

海
区

漁
業

調
整

委
員

会
 

 

要
望

事
項

 

 （
４

）
日

韓
漁

業
協

定
に

お
け

る
は

え
縄

漁
船

の
操

業
条

件
に

つ
い

て
 

 内
 

容
 

  
新

日
韓

漁
業

協
定
（

平
成

１
１

年
１

月
発

効
）
で

は
相

互
入

漁
が

原
則

と
な

っ
て

い
ま

す
が

、

そ
れ

以
降

我
が

国
EE

Z
内

で
韓

国
漁

船
に

よ
る

違
反

操
業

や
ト

ラ
ブ

ル
が

多
発

し
ま

し
た

。
 

こ
れ

を
受

け
、
両

国
漁

業
関

係
者

に
よ

る
民

間
協

議
の

結
果

、
平

成
２

０
年

に
日

韓
両

国
間

の
民

間
協

定
で

あ
る

E
EZ

内
漁

場
で

の
操

業
ト

ラ
ブ

ル
防

止
策

（
通

称
「

ホ
ッ

ト
ラ

イ
ン

」
）

が
実

施
さ

れ
た

こ
と

に
よ

り
、

大
き

な
ト

ラ
ブ

ル
の

発
生

は
減

少
し

ま
し

た
。

 

我
が

国
が

主
漁

場
と

す
る

海
域

は
、

韓
国

の
様

々
な

漁
業

種
に

と
っ

て
も

好
漁

場
で

す
。

 

現
在

、
韓

国
と

の
相

互
入

漁
は

停
止

し
て

い
る

状
況

で
す

が
、
相

互
入

漁
が

再
開

さ
れ

た
場

合
、
我

が
国

漁
業

者
は

韓
国

漁
船

に
相

当
な

注
意

を
払

い
な

が
ら

操
業

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

く

な
り

ま
す

。
つ

き
ま

し
て

は
、
我

が
国

漁
業

者
が

安
心

し
て

操
業

で
き

る
よ

う
、
次

の
と

お
り

要
望

い
た

し
ま

す
。

 

 １
 

我
が

国
の

E
EZ

内
に

お
け

る
韓

国
漁

船
の

操
業

を
禁

止
す

る
こ

と
。

 

 ２
 

取
締

り
強

化
に

よ
り

我
が

国
漁

船
の

安
全

操
業

を
確

保
す

る
こ

と
。
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令
和

４
年

度
全

国
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

連
合

会
九

州
ブ

ロ
ッ

ク
会

議
に

 

係
る

提
案

議
題

（
要

望
事

項
）

 

長
崎

県
連

合
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

 

 要
望

事
項

 

 （
５

）
日

中
・

日
韓

新
漁

業
協

定
の

発
効

等
に

伴
う

今
後

の
対

策
等

に
つ

い
て

 

 内
 

容
 

日
中

・
日

韓
新

漁
業

協
定

の
発

効
後

は
、
政

府
間

交
渉

に
基

づ
く

相
手

国
排

他
的

経

済
水

域
で

の
操

業
条

件
の

設
定

な
ど

、
漁

業
秩

序
が

構
築

さ
れ

つ
つ

あ
り

ま
す

。
し

か

し
、
排

他
的

経
済

水
域

の
境

界
を

中
間

線
で

画
定

で
き

ず
、
相

手
国

漁
船

に
対

し
て

我

が
国

の
権

限
が

及
ば

な
い

日
中

暫
定

措
置

水
域

、
日

韓
暫

定
水

域
な

ど
が

広
範

囲
に

設
定

さ
れ

て
お

り
、
こ

れ
ら

の
海

域
で

は
外

国
漁

船
が

占
有

し
て

、
我

が
国

漁
船

の
操

業
に

支
障

が
生

じ
る

と
と

も
に

、
水

産
資

源
の

悪
化

が
懸

念
さ

れ
て

お
り

ま
す

。
 

 
こ

の
こ

と
か

ら
、
我

が
国

漁
業

者
が

、
東

シ
ナ

海
等

に
お

い
て

持
続

可
能

な
漁

業
を

展
開

し
て

い
く

た
め

、
次

の
事

項
に

つ
い

て
、

要
望

し
ま

す
。

 

 【
継

続
】

 

１
．
中

国
及

び
韓

国
と

の
間

で
排

他
的

経
済

水
域

の
境

界
線

の
画

定
を

行
う

こ
と

。
そ

の
実

現
ま

で
の

間
、
日

中
・

日
韓

暫
定

水
域

等
に

お
け

る
資

源
管

理
措

置
の

早
急

な

確
立

を
図

る
こ

と
。

 

 

【
継

続
】

 

２
．

我
が

国
排

他
的

経
済

水
域

に
お

け
る

中
国

・
韓

国
漁

船
の

操
業

条
件

に
つ

い
て

、

我
が

国
漁

業
者

の
意

向
・

要
望

を
踏

ま
え

見
直

し
を

行
う

こ
と

。
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  別
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様
式

 

 

令
和

４
年

度
全

国
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

連
合

会
九

州
ブ

ロ
ッ

ク
会

議
に

 

係
る

提
案

議
題

（
要

望
事

項
）

 

長
崎

県
連

合
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

 

 要
望

事
項

 

 （
６

）
日

本
近

海
に

お
け

る
外

国
漁

船
違

法
操

業
取

締
の

強
化

に
つ

い
て

 

 内
容

 

我
が

国
排

他
的

経
済

水
域

内
で

は
、

中
国

漁
船

（
底

び
き

網
漁

業
、

い
か

つ
り

漁

業
）

や
韓

国
漁

船
（

ま
き

網
漁

業
、

は
え

縄
漁

業
等

）
に

よ
る

違
反

操
業

が
依

然
と

し
て

跡
を

絶
た

ず
、

拿
捕

事
案

も
発

生
し

て
お

り
ま

す
。

 

ま
た

、
東

シ
ナ

海
に

お
い

て
は

、
尖

閣
諸

島
の

領
有

権
を

巡
る

日
中

双
方

の
主

張

の
相

違
な

ど
か

ら
、
付

近
海

域
に

お
け

る
中

国
漁

船
の

大
挙

操
業

や
、
多

数
の

中
国

漁
業

監
視

船
の

哨
戒

な
ど

、
我

が
国

漁
船

の
安

全
操

業
や

安
全

航
行

に
支

障
を

来
す

問
題

も
生

じ
て

い
る

状
況

に
あ

り
ま

す
。

 

以
上

の
こ

と
か

ら
、

次
の

事
項

に
つ

い
て

要
望

し
ま

す
。

 

 【
継

続
】

 

１
．

引
き

続
き

我
が

国
の

領
海

及
び

排
他

的
経

済
水

域
に

お
け

る
外

国
漁

船
の

監

視
・

取
締

の
強

化
を

図
る

こ
と

。
 

 【
継

続
】

 

２
．
我

が
国

水
域

に
お

け
る

外
国

船
舶

の
避

泊
に

当
た

っ
て

は
、
入

域
中

の
基

本
ル

ー
ル

の
遵

守
徹

底
、
国

に
よ

る
指

導
・

監
視

体
制

の
強

化
と

漁
業

等
へ

の
被

害
を

防
止

す
る

措
置

の
実

施
等

に
よ

り
、
地

元
漁

業
や

環
境

に
対

す
る

影
響

を
最

小
限

に
留

め
る

こ
と

。
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令
和

４
年

度
全

国
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

連
合

会
九

州
ブ

ロ
ッ

ク
会

議
に

 

係
る

提
案

議
題

（
要

望
事

項
）

 

熊
本

県
連

合
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

 

 要
望

事
項

 

 （
７

）
東

シ
ナ

海
に

お
け

る
漁

船
の

安
全

操
業

確
保

に
つ

い
て

 

 内
 

容
 

 

日
中

漁
業

協
定

に
基

づ
く

日
中

暫
定

措
置

水
域

や
以

南
水

域
の

尖
閣

諸
島

周
辺

等
の

海
域

に

お
い

て
操

業
す

る
本

県
漁

船
は

、
単

独
で

延
縄

や
一

本
釣

り
等

を
操

業
し

て
お

り
、
集

団
で

出
現

す
る

中
国

漁
船

に
漁

場
を

占
拠

さ
れ

て
操

業
に

支
障

を
き

た
す

と
と

も
に

、
不

安
や

脅
威

を
感

じ

て
、

安
心

し
て

操
業

で
き

な
い

状
況

に
あ

る
。

 

特
に

最
近

の
尖

閣
諸

島
を

巡
る

情
勢

か
ら

、
漁

業
者

の
不

安
は

以
前

と
比

較
に

な
ら

な
い

ほ
ど

増
大

し
て

い
る

。
 

現
在

、
提

供
さ

れ
て

い
る

外
国

公
船

や
漁

船
の

情
報

は
尖

閣
諸

島
周

辺
に

限
ら

れ
、
そ

の
情

報

が
出

漁
中

の
漁

船
に

届
く

の
に

時
間

を
要

す
る

た
め

、
漁

業
者

か
ら

は
暫

定
措

置
水

域
も

含
め

た

広
範

囲
に

お
け

る
外

国
公

船
や

漁
船

の
位

置
情

報
等

を
リ

ア
ル

タ
イ

ム
に

提
供

し
て

欲
し

い
と

の
要

望
が

あ
っ

て
い

る
。

 

こ
の

た
め

、
日

中
暫

定
措

置
水

域
及

び
以

南
水

域
で

操
業

す
る

漁
船

の
安

全
操

業
を

確
保

す
る

た
め

に
次

の
事

項
を

強
く

要
望

す
る

。
 

 １
 

日
中

暫
定

措
置

水
域

及
び

以
南

水
域

に
お

け
る

外
国

公
船

及
び

外
国

漁
船

団
の

位
置

や
動

向
の

情
報

収
集

に
努

め
る

こ
と

。
 

 ２
 

水
産

庁
漁

業
取

締
船

及
び

海
上

保
安

庁
巡

視
船

か
ら

直
接

漁
船

や
関

係
機

関
に

情
報

提
供

す
る

な
ど

、
当

該
水

域
で

操
業

す
る

漁
船

に
迅

速
に

情
報

提
供

で
き

る
体

制
を

構
築

す
る

こ

と
。
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式

２
 

 

令
和

４
年

度
全

国
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

連
合

会
九

州
ブ

ロ
ッ

ク
会

議
に

 

係
る

提
案

議
題

（
要

望
事

項
）

 

 

鹿
児

島
県

連
合

海
区

漁
業

調
整

委
員

会
 

 

要
望

事
項

 

 （
８

）
日

中
漁

業
協

定
等

に
基

づ
く

外
国

漁
船

の
操

業
条

件
等

の
堅

持
に

つ
い

て
 

 内
 

容
 

  
日

中
漁

業
協

定
に

基
づ

く
中

国
ま

き
網

漁
船

の
操

業
条

件
に

つ
い

て
は

，
2
00

2
年

以
降

，
日

本
の

排
他

的
経

済
水

域
内

で
の

操
業

を
認

め
な

い
決

定
が

な
さ

れ
，

当
県

へ
の

影
響

は
回

避
さ

れ

て
い

る
と

こ
ろ

で
あ

る
。

 

 
当

県
周

辺
水

域
は

，
黒

潮
等

の
影

響
を

受
け

て
，

ア
ジ

，
サ

バ
，

イ
ワ

シ
，

カ
ツ

オ
及

び
マ

グ

ロ
類

な
ど

が
回

遊
す

る
漁

業
振

興
上

，
重

要
な

漁
場

で
あ

る
こ

と
か

ら
，

今
後

と
も

中
国

ま
き

網

漁
船

の
操

業
は

認
め

な
い

と
い

う
方

針
を

堅
持

し
て

い
く

こ
と

が
重

要
で

あ
る

の
で

，
次

の
事

項

に
つ

い
て

特
段

の
配

慮
を

さ
れ

る
よ

う
要

望
す

る
。

 

 １
 

国
は

，
中

国
漁

船
の

操
業

条
件

を
遵

守
さ

せ
る

こ
と

。
 

 ２
 

国
は

，
中

国
漁

船
の

操
業

条
件

を
決

定
す

る
交

渉
に

当
た

っ
て

は
，

今
後

と
も

当
県

周
辺

水

域
に

は
，

ま
き

網
に

限
ら

ず
，

一
切

の
中

国
漁

船
の

操
業

水
域

を
設

定
し

な
い

こ
と

。
 

 ３
 

当
県

周
辺

水
域

に
お

け
る

外
国

漁
船

の
監

視
取

締
体

制
の

強
化

を
図

る
こ

と
。

 

 ４
 

日
本

漁
船

の
安

全
な

操
業

を
確

保
す

る
こ

と
。
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令
和

４
年

度
全

国
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

連
合

会
九

州
ブ

ロ
ッ

ク
会

議
に

 

係
る

提
案

議
題

（
要

望
事

項
）

 

沖
縄

海
区

漁
業

調
整

委
員

会
 

 要
望

事
項

 

 （
９

）
日

台
漁

業
取

決
め

の
見

直
し

に
つ

い
て

（
継

続
）

 

 内
 

容
 

 

平
成

2
5
年

４
月

10
日

に
調

印
さ

れ
た

日
台

漁
業

取
決

め
は

、
我

が
国

排
他

的
経

済
水

域
内

で

の
台

湾
漁

船
の

操
業

を
認

め
た

も
の

で
、
台

湾
漁

船
と

の
ト

ラ
ブ

ル
を

恐
れ

る
多

く
の

国
内

漁
船

が
操

業
を

自
粛

す
る

状
況

が
続

い
て

い
る

。
 

日
台

漁
業

取
決

め
適

用
水

域
は

、
鹿

児
島

、
熊

本
、
宮

崎
、
長

崎
県

の
漁

船
も

操
業

す
る

海
域

で

あ
り

、
そ

の
影

響
は

本
県

の
み

に
留

ま
ら

な
い

こ
と

か
ら

、
以

下
の

事
項

を
要

望
す

る
。

 

 １
 取

決
め

適
用

水
域

か
ら

次
の

水
域

を
除

外
す

る
こ

と
。

 

①
 東

経
12

5
度

30
分

よ
り

東
の

水
域

 

②
 八

重
山

北
方

三
角

水
域

 

 ２
 我

が
国

の
経

済
水

域
内

に
お

い
て

は
、

取
決

め
適

用
水

域
を

除
い

て
台

湾
漁

船
の

操
業

を
一

切
認

め
な

い
こ

と
。

 

ま
た

、
違

反
操

業
を

行
う

台
湾

漁
船

に
対

し
、

拿
捕

を
含

む
取

締
り

を
徹

底
す

る
こ

と
。

 

 ３
 先

島
諸

島
の

南
側

の
水

域
等

、
取

決
め

適
用

水
域

の
拡

大
に

つ
い

て
は

今
後

一
切

、
協

議
の

対
象

と
し

な
い

こ
と

 

 ４
 日

台
漁

業
取

決
め

適
用

水
域

内
に

お
い

て
、

 

①
 日

本
漁

船
が

安
全

に
操

業
で

き
る

水
域

の
拡

大
に

努
め

る
こ

と
。

 

②
 操

業
隻

数
制

限
等

、
資

源
管

理
措

置
に

関
す

る
協

議
を

進
め

る
こ

と
。

 

③
 台

湾
漁

船
の

Ｐ
Ｉ

保
険

へ
の

加
入

義
務

化
を

促
す

こ
と

。
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令
和

４
年

度
全

国
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

連
合

会
九

州
ブ

ロ
ッ

ク
会

議
に

 

係
る

提
案

議
題

（
要

望
事

項
）

 

沖
縄

海
区

漁
業

調
整

委
員

会
 

 
 

 

 要
望

事
項

 

 （
１

０
）

日
中

漁
業

協
定

の
見

直
し

に
つ

い
て

（
継

続
）

 

内
 

容
 

 

日
中

漁
業

協
定

で
は

、
北

緯
27

度
以

南
の

沖
縄

本
島

か
ら

宮
古

島
以

西
の

水
域

を
協

定
適

用

除
外

と
し

、
外

務
大

臣
書

簡
に

よ
り

同
水

域
に

お
い

て
は

、
中

国
漁

船
に

対
し

て
我

が
国

の
漁

業

関
係

法
令

を
適

用
し

な
い

こ
と

と
し

て
い

る
。

 

こ
の

結
果

、
同

水
域

で
は

、
中

国
漁

船
に

よ
る

違
法

操
業

等
が

行
わ

れ
た

場
合

で
あ

っ
て

も
、

取
締

り
が

で
き

な
い

状
況

に
あ

る
。

 

中
国

サ
ン

ゴ
網

漁
業

は
、
深

海
サ

ン
ゴ

資
源

を
枯

渇
さ

せ
る

だ
け

で
な

く
、
熊

本
県

、
鹿

児
島

県
と

連
携

し
て

取
り

組
ん

で
い

る
南

西
諸

島
マ

チ
類

資
源

回
復

方
針

で
定

め
た

保
護

区
、
底

魚
類

等
の

成
育

環
境

を
荒

廃
さ

せ
て

お
り

、
極

め
て

大
き

な
問

題
で

あ
る

。
 

ま
た

、
尖

閣
諸

島
周

辺
海

域
に

お
い

て
は

、
平

成
24

年
以

降
、
中

国
公

船
に

よ
る

領
海

へ
の

侵

入
が

繰
り

返
さ

れ
て

お
り

、
そ

の
よ

う
な

中
、
中

国
公

船
に

よ
る

本
県

漁
船

に
対

す
る

追
尾

行
為

が
発

生
し

、
安

全
操

業
を

脅
か

す
事

態
と

な
っ

て
い

る
。

 

そ
こ

で
以

下
の

事
項

を
要

望
す

る
。

 

 １
 
日

中
漁

業
協

定
の

見
直

し
に

つ
い

て
 

北
緯

2
7
度

以
南

の
沖

縄
本

島
か

ら
宮

古
島

以
西

の
水

域
が

、
日

中
漁

業
共

同
委

員
会

の
協

議
の

対
象

と
な

る
よ

う
、

協
定

を
見

直
す

こ
と

。
 

 ２
 
中

国
サ

ン
ゴ

網
漁

業
、

虎
網

漁
業

等
の

規
制

に
つ

い
て

 

協
定

の
見

直
し

が
図

ら
れ

る
ま

で
の

間
、
中

国
国

内
法

に
お

い
て

も
禁

止
さ

れ
て

い
る

サ
ン

ゴ
網

漁
業

の
再

発
防

止
及

び
、

北
緯

2
7
度

以
南

へ
の

中
国

虎
網

漁
船

の
侵

入
を

抑
止

す
る

対

策
を

確
保

す
る

こ
と

。
 

 ３
 
海

底
に

散
逸

す
る

中
国

サ
ン

ゴ
網

の
除

去
、

回
収

に
つ

い
て

 

底
魚

一
本

釣
り

等
の

操
業

、
船

舶
航

行
に

支
障

を
及

ぼ
す

サ
ン

ゴ
網

に
つ

い
て

、
除

去
技

術

の
開

発
を

図
り

、
回

収
に

努
め

る
こ

と
。

 

 ４
 
中

国
公

船
に

よ
る

威
嚇

行
為

等
の

再
発

防
止

と
操

業
の

安
全

確
保

に
つ

い
て

 

中
国

公
船

に
よ

る
わ

が
国

漁
船

へ
の

追
尾
・

威
嚇

行
為

な
ど

再
発

防
止

の
徹

底
を

図
り

、
安

全
・

安
心

に
操

業
で

き
る

よ
う

対
策

の
強

化
を

図
る

こ
と
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令
和

４
年

度
全

国
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

連
合

会
九

州
ブ

ロ
ッ

ク
会

議
に

 

係
る

提
案

議
題

（
要

望
事

項
）

 

佐
賀

県
連

合
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

 

 要
望

事
項

 

 （
１

１
）

ク
ロ

マ
グ

ロ
資

源
の

適
正

利
用

及
び

零
細

漁
業

者
の

経
営

支
援

に
つ

い
て

 

 内
 

容
 

 

当
県

の
ク

ロ
マ

グ
ロ

漁
業

は
、
沿

岸
海

域
で

延
縄

、
曳

き
縄

釣
、
一

本
釣

等
で

漁
獲

を
行

っ
て

い
る

が
、
漁

獲
制

限
が

開
始

さ
れ

て
以

降
、
漁

獲
対

象
種

を
ブ

リ
や

サ
ワ

ラ
等

に
転

換
し

、
ク

ロ

マ
グ

ロ
を

目
的

と
し

た
操

業
を

自
粛

す
る

こ
と

で
、
配

分
枠

が
少

な
い

な
が

ら
も

漁
獲

可
能

量
の

遵
守

に
努

め
て

き
た

。
し

か
し

、
近

年
こ

れ
ら

の
操

業
海

域
に

お
い

て
ク

ロ
マ

グ
ロ

の
来

遊
量

が

増
加

し
て

い
る

。
 

ま
た

、
こ

こ
数

年
２

月
頃

に
な

る
と

、
こ

れ
ま

で
あ

ま
り

漁
獲

が
見

ら
れ

な
か

っ
た

沿
岸

の
定

置
網

に
お

い
て

も
、
予

期
せ

ぬ
大

型
マ

グ
ロ

の
入

網
が

み
ら

れ
て

い
る

が
、
配

分
枠

遵
守

の
た

め
、

放
流

作
業

や
混

獲
回

避
等

の
労

務
負

担
が

増
大

し
、

漁
家

経
営

の
悪

化
を

招
い

て
い

る
。

 

 
つ

い
て

は
、
ク

ロ
マ

グ
ロ

資
源

の
適

正
利

用
及

び
零

細
漁

業
者

の
経

営
支

援
の

た
め

、
次

の
事

項
を

要
望

い
た

し
ま

す
。

 

 １
 

国
際

委
員

会
に

お
い

て
、
直

近
の

デ
ー

タ
に

基
づ

く
資

源
評

価
結

果
を

反
映

し
た

漁
獲

枠
の

増
枠

を
次

期
管

理
期

間
で

実
現

す
る

と
と

も
に

、
漁

獲
枠

未
利

用
分

の
繰

越
上

限
を

堅
持

す
る

こ
と

。
 

 ２
 

国
際

委
員

会
で

漁
獲

枠
の

増
枠

が
承

認
さ

れ
た

際
は

、
沿

岸
の

零
細

な
漁

船
漁

業
に

優
先

的

に
配

分
す

る
こ

と
。

ま
た

、
配

分
の

際
は

、
各

県
や

漁
業

種
間

で
不

公
平

が
生

じ
な

い
よ

う
、

操
業

特
性

や
近

年
の

漁
獲

実
態

等
を

考
慮

し
、

よ
り

実
状

に
あ

っ
た

配
分

を
行

う
こ

と
。

 

 ３
 

漁
業

者
が

安
心

し
て

資
源

管
理

に
取

り
組

め
る

よ
う

、
放

流
活

動
、
休

漁
に

対
す

る
支

援
へ

の
十

分
な

予
算

の
確

保
や

支
援

制
度

の
拡

充
を

図
る

と
と

も
に

、
資

源
管

理
の

取
組

に
よ

る
減

収
に

対
応

す
る

た
め

、
漁

業
収

入
安

定
対

策
（

強
度

資
源

管
理

タ
イ

プ
）
の

要
件

緩
和

措
置

の

継
続

と
国

の
掛

金
補

助
率

の
格

差
縮

小
を

行
う

こ
と

。
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令
和

４
年

度
全

国
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

連
合

会
九

州
ブ

ロ
ッ

ク
会

議
に

 

係
る

提
案

議
題

（
要

望
事

項
）

 

長
崎

県
連

合
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

 

 要
望

事
項

 

 （
１

２
）

太
平

洋
ク

ロ
マ

グ
ロ

の
資

源
管

理
の

推
進

に
つ

い
て

 

 内
 

容
 

 

国
で

は
、
太

平
洋

ク
ロ

マ
グ

ロ
の

資
源

回
復

を
図

る
た

め
、
中

西
部

太
平

洋
ま

ぐ

ろ
類

委
員

会
の

枠
組

み
に

お
い

て
、

平
成

2
7
年

１
月

か
ら

、
3
0
キ

ロ
未

満
の

小
型

魚
の

漁
獲

上
限

を
4
,
0
0
7

ト
ン

、
3
0

キ
ロ

以
上

の
大

型
魚

の
漁

獲
上

限
を

4
,
8
8
2

ト
ン

（
令

和
４

年
１

月
か

ら
5
,
6
1
4
ト

ン
）

と
し

、
保

存
管

理
措

置
を

講
じ

て
い

ま

す
。

 

平
成

3
0
年

か
ら

罰
則

を
伴

う
Ｔ

Ａ
Ｃ

制
度

へ
移

行
し

、
沿

岸
漁

業
に

お
い

て
も

小
型

魚
の

数
量

管
理

に
加

え
て

、
大

型
魚

の
数

量
管

理
が

始
ま

り
ま

し
た

が
、
漁

業

現
場

で
は

定
置

網
に

よ
る

突
発

的
な

漁
獲

が
生

じ
た

り
、
一

方
で

は
獲

り
残

し
が

生

じ
る

等
、

様
々

な
課

題
等

が
発

生
し

、
混

乱
が

生
じ

て
い

ま
す

。
 

ま
た

、
九

州
地

区
に

お
い

て
は

、
大

臣
へ

の
届

出
漁

業
で

あ
る

「
沿

岸
ま

ぐ
ろ

は

え
縄

漁
業

」
で

あ
っ

て
も

広
域

漁
業

調
整

委
員

会
に

よ
る
「

沿
岸

く
ろ

ま
ぐ

ろ
漁

業

承
認

」
を

取
得

し
て

県
域

の
ク

ロ
マ

グ
ロ

漁
獲

管
理

ル
ー

ル
に

則
り

操
業

し
て

い
ま

す
が

、
他

地
区

で
同

届
出

漁
業

を
行

う
者

の
中

に
は

、
同

承
認

を
取

得
せ

ず
、

混
獲

名
目

で
ク

ロ
マ

グ
ロ

を
漁

獲
し

て
い

る
実

態
が

あ
る

と
聞

き
及

ん
で

お
り

、
同

資
源

の
資

源
管

理
の

枠
組

み
に

支
障

を
来

た
し

か
ね

な
い

と
強

く
懸

念
し

て
お

り
ま

す
。
 

つ
き

ま
し

て
は

、
次

の
事

項
に

つ
い

て
要

望
し

ま
す

。
 

 【
継

続
（

変
更

）
】

 

１
．

資
源

評
価

結
果

に
基

づ
く

漁
獲

上
限

の
拡

大
に

つ
い

て
 

ク
ロ

マ
グ

ロ
資

源
に

つ
い

て
は

、
管

理
措

置
の

定
着

化
に

よ
り

回
復

の
兆

し
が

見

ら
れ

る
中

、
令

和
3
年

1
2
月

開
催

の
中

西
部

太
平

洋
ま

ぐ
ろ

類
委

員
会

（
W
C
P
F
C
）

第
1
8

回
年

次
会

合
が

開
催

さ
れ

、
2
0
2
2

年
漁

期
か

ら
大

型
魚

の
漁

獲
枠

を
1
5
％

増
の

7
3
2

ト
ン

増
と

す
る

こ
と

で
合

意
さ

れ
た

と
こ

ろ
で

あ
る

が
、

今
後

と
も

資

源
評

価
に

よ
る

将
来

予
測

基
づ

き
、
大

型
魚

に
加

え
小

型
魚

に
つ

い
て

も
漁

獲
上

限

の
拡

大
が

可
能

と
な

る
よ

う
交

渉
継

続
す

る
こ

と
。

 

 【
継

続
（

変
更

）
】

 

２
．

国
留

保
枠

の
有

効
活

用
に

つ
い

て
 

第
８

管
理

期
間

に
お

け
る

国
留

保
枠

の
配

分
方

法
の

設
定

お
い

て
、
国

留
保

枠
が
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 最
大

限
活

用
さ

れ
る

よ
う

、
最

低
限

の
数

量
を

除
き

可
能

な
範

囲
で

配
分

に
つ

い
て

引
き

続
き

、
検

討
す

る
こ

と
。

 

 【
継

続
】

 

３
．

遊
漁

者
へ

の
指

導
に

つ
い

て
 

本
県

海
域

の
よ

う
に

、
複

数
県

の
遊

漁
者

が
採

捕
し

て
い

る
場

合
は

、
単

県
で

の

管
理

は
困

難
で

あ
る

。
こ

の
た

め
、
全

国
的

な
規

制
措

置
で

あ
る

広
域

漁
業

調
整

委

員
会

指
示

等
に

よ
り

、
国

は
都

道
府

県
を

跨
る

遊
漁

団
体

等
に

対
し

、
引

き
続

き
適

切
に

指
導

す
る

こ
と

。
 

 【
継

続
（

変
更

）
】

 

４
．

漁
獲

数
量

の
管

理
に

つ
い

て
 

 
マ

グ
ロ

類
を

対
象

と
し

た
沿

岸
で

の
は

え
縄

漁
業

は
、

全
て

広
域

漁
業

調
整

委
員

会
の

「
沿

岸
く

ろ
ま

ぐ
ろ

承
認

」
取

得
を

義
務

付
け

る
こ

と
。

併
せ

て
、

承
認

制
に

係
る

事
務

取
扱

要
領

で
認

め
る

都
道

府
県

や
広

域
漁

業
調

整
委

員
会

を
跨

ぐ
承

継

承
認
（

廃
業

見
合

新
規

）
に

つ
い

て
は

、
直

近
の

採
捕

停
止

命
令

の
発

出
状

況
等

を

踏
ま

え
見

直
す

こ
と

。
 

ま
た

、
広

域
的

な
海

域
で

操
業

す
る
「

沿
岸

ま
ぐ

ろ
は

え
縄

漁
業

」
に

よ
る

ク
ロ

マ
グ

ロ
漁

獲
量

は
、
現

行
Ｔ

Ａ
Ｃ

制
度

上
、
船

籍
が

属
す

る
県

の
漁

獲
枠

で
管

理
す

る
こ

と
に

な
っ

て
い

る
が

、
明

ら
か

に
他

県
海

域
で

漁
獲

さ
れ

る
も

の
に

つ
い

て

は
、
船

籍
県

の
管

理
が

及
ば

な
い

た
め

、
現

行
の

知
事

管
理

漁
業

で
は

な
く

大
臣

管

理
漁

業
と

し
て

、
国

の
漁

獲
管

理
の

対
象

と
す

る
こ

と
。
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 別
紙

様
式

 

 

令
和

４
年

度
全

国
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

連
合

会
九

州
ブ

ロ
ッ

ク
会

議
に

 

係
る

提
案

議
題

（
要

望
事

項
）

 

宮
﨑

海
区

漁
業

調
整

委
員

会
 

 要
望

事
項

 

 （
１

３
）

太
平

洋
ク

ロ
マ

グ
ロ

の
資

源
管

理
に

係
る

運
用

に
つ

い
て

 

 内
 

容
 

 

平
成

3
0
年

か
ら

始
ま

っ
た

沿
岸

漁
業

に
お

け
る

く
ろ

ま
ぐ

ろ
の

TA
C
管

理
に

つ
い

て
は

、
漁

業
者

も
そ

の
重

要
性

を
十

分
認

識
し

、
各

県
に

割
り

当
て

ら
れ

た
漁

獲
可

能
量

を
遵

守
し

て
い

る
。

 

 
し

か
し

な
が

ら
、
近

年
で

は
沿

岸
域

へ
の

く
ろ

ま
ぐ

ろ
の

来
遊

量
の

増
加

に
伴

う
漁

獲
量

の
増

加
や

突
発

的
な

漁
獲

の
積

み
上

が
り

に
よ

り
、
管

理
期

間
途

中
に

あ
っ

て
も

操
業

自
粛

の
要

請
や

採
捕

停
止

の
命

令
が

な
さ

れ
る

機
会

が
増

加
し

て
お

り
、
漁

業
経

営
体

に
あ

っ
て

は
、
く

ろ
ま

ぐ

ろ
の

混
獲

を
回

避
し

つ
つ

経
営

を
継

続
す

る
た

め
、
混

獲
魚

の
放

流
や

漁
場

の
変

更
、
休

漁
な

ど

の
取

組
に

大
き

な
労

力
を

割
か

ざ
る

を
得

な
い

状
況

を
強

い
ら

れ
て

い
る

。
 

 
こ

の
よ

う
な

状
況

を
鑑

み
、
太

平
洋

く
ろ

ま
ぐ

ろ
の

資
源

管
理
・
資

源
回

復
の

取
組

の
着

実
な

実
施

と
沿

岸
漁

業
者

の
経

営
の

安
定

的
な

継
続

を
両

立
さ

せ
る

た
め

、
次

の
事

項
を

要
望

す
る

。
 

 １
 

資
源

の
増

加
に

応
じ

て
我

が
国

全
体

の
漁

獲
枠

の
増

加
を

引
き

続
き

提
案

し
次

の
管

理
期

間
に

反
映

さ
れ

る
よ

う
努

め
る

こ
と

。
 

 ２
 

混
獲

回
避

型
休

漁
支

援
事

業
に

つ
い

て
は

、
各

地
域

の
実

情
に

応
じ

て
、
支

援
が

な
さ

れ
る

よ
う

発
動

条
件

を
緩

和
す

る
こ

と
。
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 別
紙

様
式

２
 

 

令
和

４
年

度
全

国
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

連
合

会
九

州
ブ

ロ
ッ

ク
会

議
に

 

係
る

提
案

議
題

（
要

望
事

項
）

 

 

鹿
児

島
県

連
合

海
区

漁
業

調
整

委
員

会
 

 

要
望

事
項

 

 （
１

４
）

太
平

洋
ク

ロ
マ

グ
ロ

の
資

源
管

理
の

強
化

に
伴

う
経

営
安

定
対

策
の

推
進

に
つ

い
て

 

 内
 

容
 

  
中

西
部

太
平

洋
ま

ぐ
ろ

類
委

員
会

（
W
CP

FC
)の

国
際

約
束

に
基

づ
く

太
平

洋
ク

ロ
マ

グ
ロ

の

漁
獲

量
上

限
の

遵
守

に
つ

い
て

は
，

本
県

定
置

網
漁

業
者

等
多

く
の

沿
岸

漁
業

者
か

ら
不

安
や

不
満

の
声

が
寄

せ
ら

れ
て

い
る

。
 

 
つ

い
て

は
，

影
響

を
受

け
る

沿
岸

漁
業

者
が

将
来

に
わ

た
っ

て
ク

ロ
マ

グ
ロ

資
源

を
持

続
的

に
利

用
し

，
漁

業
経

営
の

維
持

・
安

定
が

図
ら

れ
る

よ
う

，
次

の
事

項
に

つ
い

て
要

望
す

る
。

 

 １
 

国
際

的
な

水
産

資
源

で
あ

る
太

平
洋

ク
ロ

マ
グ

ロ
の

資
源

管
理

の
強

化
に

伴
い

，
影

響
を

受
け

 
る

沿
岸

漁
業

者
の

経
営

の
維

持
・

安
定

を
図

る
た

め
，

我
が

国
の

漁
獲

枠
が

早
期

に

拡
大

さ
れ

る
 

よ
う

関
係

各
国

へ
の

働
き

掛
け

を
行

う
と

と
も

に
，

国
内

の
漁

獲
枠

配
分

に

当
た

っ
て

は
，

沿
岸

漁
業

の
操

業
特

性
に

配
慮

し
，

漁
業

種
類

や
地

域
間

で
不

公
平

が
生

じ

る
こ

と
が

な
い

よ
う

見
直

す
 

こ
と

。
 

 ２
 

ク
ロ

マ
グ

ロ
の

再
放

流
技

術
の

早
急

な
確

立
と

技
術

導
入

等
へ

の
支

援
制

度
の

拡
充

，
他

漁
業

へ
の

転
換

に
必

要
な

技
術

習
得

・
漁

具
等

に
対

す
る

支
援

な
ど

，
経

営
安

定
対

策
の

さ

ら
な

る
充

実
を

図
る

こ
と

。
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 別
紙

様
式

 

 

令
和

４
年

度
全

国
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

連
合

会
九

州
ブ

ロ
ッ

ク
会

議
に

 

係
る

提
案

議
題

（
要

望
事

項
）

 

沖
縄

海
区

漁
業

調
整

委
員

会
 

 
 

 

 要
望

事
項

 

 （
１

５
）

太
平

洋
ク

ロ
マ

グ
ロ

（
大

型
魚

）
の

適
正

な
資

源
管

理
に

つ
い

て
（

継
続

）
 

 内
 

容
 

 

太
平

洋
ク

ロ
マ

グ
ロ

は
、
沖

縄
県

に
お

い
て

も
重

要
な

水
産

資
源

と
な

っ
て

お
り

、
資

源
管

理

の
取

り
組

み
に

つ
い

て
は

、
本

県
漁

業
者

も
そ

の
必

要
性

を
理

解
し

て
い

る
。

 

WC
P
FC

 に
お

い
て

合
意

さ
れ

た
管

理
措

置
は

、
大

型
魚

よ
り

、
小

型
魚

の
漁

獲
を

削
減

す
る

方

が
資

源
回

復
に

効
果

的
で

あ
る

と
示

さ
れ

て
い

る
が

、
今

回
の

管
理

措
置

は
、
主

に
大

型
魚

を
漁

獲
し

、
資

源
に

対
す

る
影

響
の

小
さ

い
、
マ

グ
ロ

は
え

縄
漁

業
や

、
一

本
釣

り
漁

業
等

の
沿

岸
漁

業
へ

の
配

慮
が

不
十

分
で

あ
る

。
 

そ
こ

で
、
太

平
洋

ク
ロ

マ
グ

ロ
（

大
型

魚
）
の

資
源

管
理

に
つ

い
て

、
マ

グ
ロ

は
え

縄
漁

業
や

、

一
本

釣
り

漁
業

等
の

沿
岸

漁
業

に
配

慮
し

た
管

理
措

置
を

進
め

て
い

た
だ

く
よ

う
、
以

下
の

と
お

り
要

望
す

る
。

 

 １
 漁

獲
枠

の
配

分
に

つ
い

て
 

漁
業

種
類

別
の

配
分

及
び

留
保

の
配

分
を

見
直

す
こ

と
と

、
直

近
年

の
漁

獲
実

績
を

反
映

し
た

配
分

に
見

直
し

、
マ

グ
ロ

は
え

縄
漁

業
や

沿
岸

漁
業

へ
の

配
分

を
十

分
に

確
保

す
る

こ
と

 

 ２
 経

営
安

定
対

策
の

拡
充

に
つ

い
て

 

マ
グ

ロ
は

え
縄

や
一

本
釣

り
漁

業
者

等
が

行
う

漁
具

改
良

や
放

流
作

業
に

つ
い

て
、
支

援
策

の

拡
充

を
図

る
こ

と
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 別
紙

様
式

 

 

令
和

４
年

度
全

国
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

連
合

会
九

州
ブ

ロ
ッ

ク
会

議
に

 

係
る

提
案

議
題

（
要

望
事

項
）

 

佐
賀

県
連

合
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

 

 要
望

事
項

 

 （
１

６
）

ミ
ニ

ボ
ー

ト
に

よ
る

危
険

行
為

の
防

止
に

つ
い

て
 

 内
 

容
 

 
規

制
緩

和
に

よ
り

免
許
・
登

録
が

免
除

さ
れ

た
連

続
最

大
出

力
が

1
.5

kW
（

2.
03

9
馬

力
）
の

推

進
機

関
を

有
す

る
長

さ
３

ｍ
未

満
の

船
舶

、
い

わ
ゆ

る
ミ

ニ
ボ

ー
ト

は
、
海

上
交

通
の

基
本

的
ル

ー
ル

す
ら

知
ら

な
い

利
用

者
が

、
耐

航
性

や
他

船
か

ら
の

視
認

性
が

低
い

と
い

う
特

性
を

認
識

し

な
い

ま
ま

沖
合

へ
の

出
航

や
夜

間
航

行
、

船
舶

の
輻

輳
す

る
港

の
周

辺
で

の
遊

漁
を

行
っ

て
お

り
、

操
業

や
漁

船
の

航
行

に
多

大
な

支
障

が
生

じ
て

い
ま

す
。

 

 
海

上
保

安
庁

が
取

り
ま

と
め

た
ミ

ニ
ボ

ー
ト

の
事

故
発

生
状

況
を

み
る

と
、
平

成
２

２
年

か
ら

２
７

年
は

年
間

５
０

隻
前

後
の

発
生

で
あ

っ
た

も
の

が
２

８
年

以
降

増
加

に
転

じ
、
直

近
の

令
和

元
年

に
は

９
０

件
と

倍
増

し
て

お
り

ま
す

。
 

 
こ

の
た

め
、
全

国
各

地
で

定
期

的
に

安
全

講
習

会
を

開
催

さ
れ

て
い

る
と

と
も

に
、
ミ

ニ
ボ

ー

ト
販

売
時

に
「

ミ
ニ

ボ
ー

ト
安

全
ハ

ン
ド

ブ
ッ

ク
」
を

同
封

す
る

な
ど

の
普

及
活

動
を

積
極

的
に

実
施

さ
れ

て
い

る
も

の
と

認
識

し
て

お
り

ま
す

。
 

 
し

か
し

な
が

ら
、
コ

ロ
ナ

禍
を

受
け

て
、
海

洋
性

レ
ジ

ャ
ー

人
口

が
増

加
し

て
い

る
こ

と
、
気

候
変

動
に

伴
う

天
候

急
変

に
よ

る
海

難
事

故
の

増
加

が
懸

念
さ

れ
る

こ
と

か
ら

、
さ

ら
な

る
普

及

活
動

の
徹

底
と

安
全

対
策

上
の

制
度

創
設

が
必

須
と

認
識

し
て

お
り

ま
す

。
 

 
つ

き
ま

し
て

は
、
海

面
に

お
け

る
海

難
事

故
を

防
止

し
、
人

命
の

安
全

を
守

る
た

め
、
次

の
事

項
を

要
望

い
た

し
ま

す
。

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

１
 

ミ
ニ

ボ
ー

ト
所

有
者

の
登

録
と

保
険
（

特
に

遭
難

救
助

費
用

を
対

象
）
加

入
を

セ
ッ

ト
と

し

た
制

度
を

創
設

す
る

こ
と

。
 

 ２
 

ミ
ニ

ボ
ー

ト
利

用
者

に
安

全
講

習
会

の
受

講
を

促
す

と
と

も
に

、
ミ

ニ
ボ

ー
ト

販
売

業
者

に

も
購

買
者

に
受

講
を

促
す

よ
う

引
き

続
き

強
く

働
き

か
け

る
こ

と
。

 

 ３
 

衝
突

事
故

防
止

の
た

め
目

印
と

な
る

旗
や

レ
ー

ダ
ー

反
射

板
な

ど
の

安
全

装
備

を
必

置
す

る
よ

う
、
引

き
続

き
業

界
に

強
く

働
き

か
け

る
と

と
も

に
、
購

買
者

等
へ

の
普

及
啓

発
を

強
化

す
る

こ
と

。
 

 ４
 

安
全

対
策

上
の

制
度

創
設

等
に

あ
た

っ
て

は
、
国

土
交

通
省

、
水

産
庁

等
関

係
機

関
が

今
後

と
も

よ
り

一
層

協
力

し
な

が
ら

行
う

こ
と

。
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 別
紙

様
式

 

 

令
和

４
年

度
全

国
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

連
合

会
九

州
ブ

ロ
ッ

ク
会

議
に

 

係
る

提
案

議
題

（
要

望
事

項
）

 

熊
本

県
連

合
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

 

 要
望

事
項

 

 （
１

７
）

ミ
ニ

ボ
ー

ト
に

よ
る

危
険

行
為

の
防

止
に

つ
い

て
 

 内
 

容
 

 

近
年

、
マ

リ
ン

レ
ジ

ャ
ー

の
普

及
に

よ
り

、
ミ

ニ
ボ

ー
ト

の
利

用
者

も
増

加
し

て
い

る
。

 

ミ
ニ

ボ
ー

ト
の

利
用

に
際

し
て

、
規

制
緩

和
に

よ
り

ミ
ニ

ボ
ー

ト
の

免
許

や
登

録
が

免
除

さ
れ

た
こ

と
で

、
基

本
的

な
海

上
交

通
の

ル
ー

ル
を

知
ら

な
い

利
用

者
が

多
い

ほ
か

、
漁

港
用

地
等

に

違
法

駐
車

を
す

る
な

ど
マ

ナ
ー

の
悪

い
利

用
者

も
多

く
見

受
け

ら
れ

る
。

 

ま
た

、
ミ

ニ
ボ

ー
ト

の
利

用
者

の
多

く
が

、
そ

の
耐

航
性

や
他

船
舶

か
ら

の
視

認
性

が
低

い
と

い
う

特
性

を
十

分
理

解
し

な
い

ま
ま

、
漁

場
や

漁
港

周
辺

で
遊

漁
を

行
い

、
漁

業
用

の
漁

具
を

破

損
す

る
な

ど
漁

業
者

の
妨

げ
と

な
っ

た
り

、
海

難
事

故
を

起
こ

す
な

ど
の

事
例

も
多

く
み

ら
れ

て

い
る

。
 

さ
ら

に
、
ミ

ニ
ボ

ー
ト

の
利

用
者

が
、
十

分
な

保
険

に
加

入
し

て
い

な
い

ケ
ー

ス
も

多
く

、
漁

具
や

漁
船

等
の

物
損

被
害

の
補

償
な

ど
、
事

故
処

理
等

に
お

け
る

ト
ラ

ブ
ル

の
発

生
も

見
受

け
ら

れ
る

ほ
か

、
ミ

ニ
ボ

ー
ト

の
海

難
事

故
が

発
生

す
る

と
、
そ

の
救

助
活

動
な

ど
を

地
元

漁
業

者
が

担
う

こ
と

に
な

り
、

漁
業

活
動

に
も

大
き

な
影

響
を

与
え

て
い

る
。

 

こ
う

し
た

状
況

の
下

、
ミ

ニ
ボ

ー
ト

に
よ

る
危

険
行

為
の

防
止

と
万

が
一

の
時

の
補

償
能

力
を

高
め

る
た

め
、

次
の

事
項

を
強

く
要

望
す

る
。

 

 １
 

ミ
ニ

ボ
ー

ト
の

海
上

交
通

ル
ー

ル
を

無
視

し
た

操
縦

や
マ

ナ
ー

違
反

を
犯

す
利

用
者

を
減

ら

す
た

め
、

操
縦

や
安

全
性

に
関

す
る

講
習

の
受

講
を

義
務

付
け

る
と

と
も

に
、

事
故

時
の

対
応

を
円

滑
に

行
う

た
め

、
購

買
者

の
氏

名
や

連
絡

先
な

ど
の

情
報

を
把

握
で

き
る

体
制

を
構

築
す

る
よ

う
ミ

ニ
ボ

ー
ト

の
製

造
・

販
売

業
界

を
強

く
指

導
す

る
こ

と
。

 

 ２
 

日
本

漁
船

保
険

組
合

が
運

営
し

て
い

る
プ

レ
ジ

ャ
ー

ボ
ー

ト
責

任
保

険
に

、
ミ

ニ
ボ

ー
ト

を

加
入

対
象

と
し

、
加

入
促

進
を

図
る

と
と

も
に

、
万

一
事

故
が

発
生

し
た

場
合

の
事

故
処

理
に

お
け

る
ト

ラ
ブ

ル
防

止
の

対
策

を
講

じ
る

こ
と

。
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令
和

４
年

度
全

国
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

連
合

会
九

州
ブ

ロ
ッ

ク
会

議
に

 

係
る

提
案

議
題

（
要

望
事

項
）

 

長
崎

県
連

合
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

 

 要
望

事
項

 

 （
１

８
）

海
区

漁
業

調
整

委
員

会
制

度
に

つ
い

て
 

 内
 

容
 

 

海
区

漁
業

調
整

委
員

会
は

、
こ

れ
ま

で
公

選
制

に
よ

る
漁

業
者

委
員

を
主

体
と

し

て
、

漁
業

権
の

免
許

、
沿

岸
漁

業
の

調
整

や
資

源
管

理
に

至
る

ま
で

、
幅

広
く

歴
史

的
に

そ
の

役
割

を
担

う
と

と
も

に
、
そ

の
十

分
な

運
用

に
よ

り
漁

業
制

度
の

円
滑

な

運
営

を
確

保
し

て
き

ま
し

た
。

 

こ
の

よ
う

な
中

、
平

成
3
0
年

1
2
月

に
漁

業
生

産
力

の
発

展
を

図
る

観
点

か
ら

漁

業
法

等
が

改
正

さ
れ

、
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

に
求

め
ら

れ
る

役
割

は
さ

ら
に

重
要

性
を

増
す

と
こ

ろ
と

な
り

、
今

後
も

そ
の

役
割

を
的

確
に

果
た

し
て

い
か

な
け

れ
ば

な
り

ま
せ

ん
。

 

以
上

の
こ

と
か

ら
、
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

制
度

に
関

す
る

事
項

に
つ

い
て

、
次

の
と

お
り

要
望

し
ま

す
。

 

 【
継

続
】

 

１
．

海
区

漁
業

調
整

委
員

会
の

財
政

基
盤

の
確

保
 

海
区

漁
業

調
整

委
員

会
の

新
た

な
役

割
に

対
応

す
る

た
め

、
安

定
し

た
財

政
基

盤
が

確
保

で
き

る
よ

う
に

措
置

す
る

こ
と

。
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令
和

４
年

度
全

国
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

連
合

会
九

州
ブ

ロ
ッ

ク
会

議
に

 

係
る

提
案

議
題

（
要

望
事

項
）

 

大
分

海
区

漁
業

調
整

委
員

会
 

 要
望

事
項

 

 （
１

９
）

新
た

な
漁

業
関

係
法

令
の

改
正

に
つ

い
て

 

 内
 

容
 

 

令
和

２
年

1
2
月

に
改

正
漁

業
法

が
施

行
さ

れ
、

新
た

な
制

度
が

開
始

さ
れ

る
と

と
も

に
、

令

和
３

年
４

月
か

ら
は

新
た

な
体

制
で

海
区

漁
業

調
整

委
員

会
が

運
営

さ
れ

て
い

る
こ

と
か

ら
、
そ

の
適

切
な

運
営

が
確

保
さ

れ
る

よ
う

次
の

事
項

を
要

望
し

ま
す

。
 

 １
 

国
は

、
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

や
地

方
自

治
体

、
漁

業
関

係
者

に
対

し
、
必

要
な

情
報

の
提

供
を

行
う

と
と

も
に

適
切

な
指

導
・

助
言

を
行

う
こ

と
。
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令
和

４
年

度
全

国
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

連
合

会
九

州
ブ

ロ
ッ

ク
会

議
に

 

係
る

提
案

議
題

（
要

望
事

項
）

 

大
分

海
区

漁
業

調
整

委
員

会
 

 要
望

事
項

 

 （
２

０
）

改
正

漁
業

法
に

お
け

る
新

た
な

資
源

管
理

措
置

等
に

つ
い

て
 

 内
 

容
 

 

改
正

漁
業

法
に

お
け

る
新

た
な

資
源

管
理

は
、
水

産
資

源
の

持
続

的
な

利
用

を
確

保
す

る
た

め

資
源

管
理

目
標

の
設

定
方

法
を

最
大

持
続

生
産

量
（

Ｍ
Ｓ

Ｙ
）
を

ベ
ー

ス
と

す
る

方
式

に
変

更
し

、

こ
れ

に
基

づ
き

Ｔ
Ａ

Ｃ
を

設
定

し
て

お
り

、
Ｔ

Ａ
Ｃ

対
象

魚
種

は
今

後
拡

大
さ

れ
る

予
定

で
す

。

漁
獲

制
限

な
ど

の
資

源
管

理
措

置
等

を
行

う
に

あ
た

っ
て

は
、
漁

業
者

の
理

解
と

と
も

に
丁

寧
な

対
応

が
求

め
ら

れ
る

こ
と

か
ら

次
の

事
項

を
要

望
し

ま
す

。
 

 1 
資

源
管

理
目

標
の

考
え

方
や

有
効

性
、

漁
獲

可
能

量
の

算
定

方
法

、
漁

獲
制

限
を

余
儀

な
く

さ
れ

た
と

き
の

経
営

支
援

策
等

に
つ

い
て

十
分

な
説

明
と

情
報

提
供

を
行

う
と

と
も

に
、
関

係

漁
業

者
の

合
意

形
成

を
丁

寧
に

行
う

よ
う

配
慮

す
る

こ
と

。
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式

 

 

令
和

４
年

度
全

国
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

連
合

会
九

州
ブ

ロ
ッ

ク
会

議
に

 

係
る

提
案

議
題

（
要

望
事

項
）

 

宮
﨑

海
区

漁
業

調
整

委
員

会
 

 要
望

事
項

 

 （
２

１
）

沿
岸

資
源

の
適

正
な

利
用

に
つ

い
て

 

 内
 

容
 

 

令
和

２
年

１
２

月
か

ら
施

行
さ

れ
た

改
正

漁
業

法
の

も
と

で
は

、
準

備
の

整
っ

た
漁

業
種

類
か

ら
Ｉ

Ｑ
の

導
入

等
を

行
う

一
方

で
、
ト

ン
数

制
限

等
、
船

舶
の

規
模

に
関

す
る

制
限

措
置

が
撤

廃

さ
れ

る
方

針
が

示
さ

れ
て

い
る

。
 

 
今

後
、
Ｉ

Ｑ
導

入
等

に
よ

り
船

舶
の

大
型

化
な

ど
が

進
ん

だ
場

合
、
船

体
差

を
活

か
し

た
漁

場

占
有

な
ど

、
沿

岸
漁

業
者

と
の

資
源

の
競

合
や

漁
業

秩
序

の
乱

れ
と

い
っ

た
問

題
へ

発
展

す
る

懸

念
が

あ
る

。
 

 
 つ

い
て

は
、
沿

岸
漁

業
と

競
合

す
る

漁
場

に
つ

い
て

は
従

来
行

わ
れ

て
き

た
操

業
ル

ー
ル

を
尊

重
し

つ
つ

、
今

後
も

両
者

が
資

源
及

び
漁

場
を

持
続

的
か

つ
公

平
に

利
用

で
き

る
よ

う
、
次

の
項

目
に

つ
い

て
要

望
す

る
。

 

 １
 

沿
岸

漁
業

と
大

臣
許

可
漁

業
と

の
調

整
 

 
  

 Ｉ
Ｑ

導
入

等
の

条
件

が
整

っ
た

大
臣

許
可

漁
業

に
つ

い
て

、
ト

ン
数

制
限

撤
廃

を
は

じ
め

と

し
た

新
た

な
取

組
を

導
入

す
る

に
あ

た
っ

て
は

、
沿

岸
漁

業
と

競
合

す
る

漁
場

に
つ

い
て

は
一

方
的

に
沿

岸
漁

業
を

圧
迫

す
る

こ
と

が
な

い
よ

う
、
適

正
な

資
源

及
び

漁
場

利
用

に
つ

い
て

十

分
な

調
整

を
行

う
こ

と
。
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23

 
/ 

27
 

 別
紙

様
式

 

 

令
和

４
年

度
全

国
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

連
合

会
九

州
ブ

ロ
ッ

ク
会

議
に

 

係
る

提
案

議
題

（
要

望
事

項
）

 

熊
本

県
連

合
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

 

 要
望

事
項

 

 （
２

２
）

海
区

漁
業

調
整

委
員

会
の

財
政

基
盤

の
確

保
に

つ
い

て
 

 内
 

容
 

  
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

は
、

永
き

に
亘

り
漁

業
権

の
免

許
や

許
可

方
針

等
の

協
議

、
県

内
及

び

隣
接

県
と

の
漁

業
調

整
、

資
源

管
理

に
至

る
ま

で
、

幅
広

い
役

割
を

担
い

、
漁

業
制

度
の

円
滑

な

運
営

を
確

保
し

て
き

た
。

 

 
昨

年
改

正
さ

れ
た

新
た

な
漁

業
法

は
、

水
面

を
総

合
的

に
利

用
し

、
も

っ
て

漁
業

生
産

力
を

発

展
さ

せ
る

と
い

う
目

的
を

掲
げ

て
お

り
、

海
区

漁
業

調
整

委
員

会
に

お
い

て
も

、
漁

業
調

整
機

構

と
し

て
の

役
割

を
十

分
果

た
す

こ
と

が
求

め
ら

れ
る

。
 

 
そ

の
た

め
に

は
、

海
区

漁
業

調
整

委
員

会
の

積
極

的
な

活
動

が
不

可
欠

で
あ

り
、

そ
の

活
動

の

た
め

の
財

源
確

保
が

必
要

不
可

欠
で

あ
る

。
 

 
つ

い
て

は
、

海
区

漁
業

調
整

委
員

会
の

財
政

基
盤

を
確

保
す

る
た

め
、

国
に

よ
る

更
な

る
予

算

措
置

を
要

望
す

る
。

 

 

１
 

海
区

漁
業

調
整

委
員

会
の

財
政

基
盤

の
確

保
 

 
 

海
区

漁
業

調
整

委
員

会
が

、
今

後
も

漁
業

調
整

機
構

と
し

て
の

役
割

を
十

分
果

た
し

、
地

域

漁
業

の
発

展
に

寄
与

す
る

た
め

に
、

安
定

的
な

財
政

基
盤

を
確

保
す

る
よ

う
措

置
す

る
こ

と
。
 

    
 

 
2
4 

/ 
27

 

 別
紙

様
式

 

 

令
和

４
年

度
全

国
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

連
合

会
九

州
ブ

ロ
ッ

ク
会

議
に

 

係
る

提
案

議
題

（
要

望
事

項
）

 

沖
縄

海
区

漁
業

調
整

委
員

会
 

 要
望

事
項

 

 （
２

３
）

違
法

操
業

の
取

締
強

化
に

向
け

た
対

応
に

つ
い

て
（

新
規

）
 

 内
 

容
 

 

沖
縄

県
内

に
お

い
て

も
、
非

漁
業

者
や

遊
漁

者
等

に
よ

る
密

漁
が

問
題

と
な

っ
て

お
り

、
今

般
、

海
上

保
安

庁
に

よ
る

摘
発

件
数

は
増

加
傾

向
で

あ
る

。
密

漁
者

は
人

里
離

れ
た

へ
き

地
で

活
動

す

る
こ

と
も

多
く

、
こ

れ
ら

の
地

域
に

お
い

て
、
地

元
漁

協
が

自
主

的
パ

ト
ロ

ー
ル

を
行

う
に

は
限

界
が

あ
る

た
め

、
そ

れ
ら

に
対

す
る

総
合

的
な

支
援

は
必

要
不

可
欠

で
あ

る
。
ま

た
、
海

上
保

安

庁
や

警
察

等
の

応
援

要
請

に
時

間
を

要
す

る
へ

き
地

等
で

の
摘

発
は

容
易

で
は

な
い

こ
と

か
ら

、
 

 
 

以
下

の
事

項
を

要
望

す
る

。
 

 １
 
関

係
機

関
と

の
連

携
強

化
 

海
上

保
安

庁
、
警

察
庁

及
び

水
産

庁
の

連
携

を
強

化
し

、
県

の
漁

業
監

督
吏

員
と

も
適

宜
情

報
を

共
有

し
、

迅
速

に
対

応
が

図
ら

れ
る

よ
う

に
す

る
こ

と
。

 

 ２
 
漁

業
取

締
体

制
の

強
化

 

本
県

の
漁

業
監

督
吏

員
の

資
質

向
上

の
た

め
の

訓
練
・
研

修
等

を
行

い
、
十

分
な

人
員

が
確

保
で

き
る

よ
う

に
、

制
度

面
・

財
政

面
で

の
支

援
を

強
化

す
る

こ
と

。
 

 ３
 
密

漁
さ

れ
た

水
産

物
の

流
通

防
止

 

市
場

や
小

売
店

な
ど

に
お

い
て

、
密

漁
さ

れ
た

水
産

物
を

主
体

的
に

排
除

す
る

よ
う

に
、
啓

発
活

動
を

強
化

す
る

。
ま

た
そ

の
実

効
性

を
持

た
せ

る
た

め
に

、
違

法
漁

獲
物

の
流

通
に

対
す

る
規

制
を

強
化

す
る

こ
と

。
 

 ４
 
パ

ト
ロ

ー
ル

等
へ

の
支

援
 

地
元

漁
協
・
漁

業
者

が
実

施
す

る
密

漁
パ

ト
ロ

ー
ル

に
伴

う
休

業
に

対
す

る
費

用
や

密
漁

防

止
看

板
の

設
置

に
か

か
る

費
用

等
に

対
し

、
総

合
的

な
支

援
策

を
図

る
こ

と
。
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1
 /
 
1
2 

 別
紙

様
式

 

 

令
和

４
年

度
全

国
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

連
合

会
九

州
ブ

ロ
ッ

ク
会

議
に

 

係
る

提
案

議
題

に
対

す
る

意
見

 

佐
賀

県
連

合
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

 
 

 
 

 要
望

事
項

（
福

岡
県

連
合

海
区

漁
業

調
整

委
員

会
）

 

 （
１

）
大

中
型

ま
き

網
漁

業
及

び
沖

合
底

び
き

網
漁

業
の

操
業

禁
止

区
域

の
見

直
し

及
び

禁
漁

 

期
間

の
設

定
に

つ
い

て
 

意
 

見
 

 要
望

の
趣

旨
に

賛
同

し
ま

す
。

 

        別
紙

様
式

 

 

令
和

４
年

度
全

国
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

連
合

会
九

州
ブ

ロ
ッ

ク
会

議
に

 

係
る

提
案

議
題

に
対

す
る

意
見

 

佐
賀

県
連

合
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

 
 

 
 

 要
望

事
項

（
熊

本
県

連
合

海
区

漁
業

調
整

委
員

会
）

 

 （
２

）
大

中
型

ま
き

網
漁

業
の

操
業

禁
止

区
域

の
拡

大
並

び
に

適
正

操
業

の
指

導
強

化
に

つ
い

て
 

 意
 

見
 

 要
望

の
趣

旨
に

賛
同

し
ま

す
。

 

       
 

 
2 

/ 
12

 

 別
紙

様
式

 

 

令
和

４
年

度
全

国
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

連
合

会
九

州
ブ

ロ
ッ

ク
会

議
に

 

係
る

提
案

議
題

に
対

す
る

意
見

 

佐
賀

県
連

合
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

 
 

 
 

 要
望

事
項

（
鹿

児
島

県
連

合
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

）
 

 （
３

）
大

中
型

ま
き

網
漁

業
及

び
沖

合
底

び
き

網
漁

業
に

お
け

る
操

業
禁

止
区

域
の

見
直

し
拡

大
等

に
つ

い
て

 

意
 

見
 

 要
望

の
趣

旨
に

賛
同

し
ま

す
。

 

        別
紙

様
式

 

 

令
和

４
年

度
全

国
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

連
合

会
九

州
ブ

ロ
ッ

ク
会

議
に

 

係
る

提
案

議
題

に
対

す
る

意
見

 

佐
賀

県
連

合
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

 
 

 
 

 要
望

事
項

（
福

岡
県

連
合

海
区

漁
業

調
整

委
員

会
）

 

 （
４

）
日

韓
漁

業
協

定
に

お
け

る
は

え
縄

漁
船

の
操

業
条

件
に

つ
い

て
 

 意
 

見
 

 要
望

の
趣

旨
に

賛
同

し
ま

す
。
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3
 /
 
1
2 

 別
紙

様
式

 

 

令
和

４
年

度
全

国
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

連
合

会
九

州
ブ

ロ
ッ

ク
会

議
に

 

係
る

提
案

議
題

に
対

す
る

意
見

 

佐
賀

県
連

合
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

 
 

 
 

 要
望

事
項

（
長

崎
県

連
合

海
区

漁
業

調
整

委
員

会
）

 

 （
５

）
日

中
・

日
韓

新
漁

業
協

定
の

発
効

等
に

伴
う

今
後

の
対

策
等

に
つ

い
て

 

 意
 

見
 

 要
望

の
趣

旨
に

賛
同

し
ま

す
。

 

        別
紙

様
式

 

 

令
和

４
年

度
全

国
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

連
合

会
九

州
ブ

ロ
ッ

ク
会

議
に

 

係
る

提
案

議
題

に
対

す
る

意
見

 

佐
賀

県
連

合
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

 
 

 
 

 要
望

事
項

（
長

崎
県

連
合

海
区

漁
業

調
整

委
員

会
）

 

 （
６

）
日

本
近

海
に

お
け

る
外

国
漁

船
違

法
操

業
取

締
の

強
化

に
つ

い
て

 

 意
 

見
 

 要
望

の
趣

旨
に

賛
同

し
ま

す
。

 

       
 

 
4 

/ 
12

 

 別
紙

様
式

 

 

令
和

４
年

度
全

国
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

連
合

会
九

州
ブ

ロ
ッ

ク
会

議
に

 

係
る

提
案

議
題

に
対

す
る

意
見

 

佐
賀

県
連

合
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

 
 

 
 

 要
望

事
項

（
熊

本
県

連
合

海
区

漁
業

調
整

委
員

会
）

 

 （
７

）
東

シ
ナ

海
に

お
け

る
漁

船
の

安
全

操
業

確
保

に
つ

い
て

 

 意
 

見
 

 要
望

の
趣

旨
に

賛
同

し
ま

す
。

 

        別
紙

様
式

 

 

令
和

４
年

度
全

国
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

連
合

会
九

州
ブ

ロ
ッ

ク
会

議
に

 

係
る

提
案

議
題

に
対

す
る

意
見

 

佐
賀

県
連

合
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

 
 

 
 

 要
望

事
項

（
鹿

児
島

県
連

合
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

）
 

 （
８

）
日

中
漁

業
協

定
等

に
基

づ
く

外
国

漁
船

の
操

業
条

件
等

の
堅

持
に

つ
い

て
 

 意
 

見
 

 要
望

の
趣

旨
に

賛
同

し
ま

す
。
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5
 /
 
1
2 

 別
紙

様
式

 

 

令
和

４
年

度
全

国
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

連
合

会
九

州
ブ

ロ
ッ

ク
会

議
に

 

係
る

提
案

議
題

に
対

す
る

意
見

 

佐
賀

県
連

合
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

 
 

 
 

 要
望

事
項

（
沖

縄
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

）
 

 （
９

）
日

台
漁

業
取

決
め

の
見

直
し

に
つ

い
て

（
継

続
）

 

 意
 

見
 

 要
望

の
趣

旨
に

賛
同

し
ま

す
。

 

       別
紙

様
式

 

 

令
和

４
年

度
全

国
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

連
合

会
九

州
ブ

ロ
ッ

ク
会

議
に

 

係
る

提
案

議
題

に
対

す
る

意
見

 

佐
賀

県
連

合
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

 
 

 
 

 要
望

事
項

（
沖

縄
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

）
 

 （
１

０
）

日
中

漁
業

協
定

の
見

直
し

に
つ

い
て

（
一

部
新

規
）

 

 意
 

見
 

 要
望

の
趣

旨
に

賛
同

し
ま

す
。

 

       
 

 
6 

/ 
12

 

 別
紙

様
式

 

 

令
和

４
年

度
全

国
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

連
合

会
九

州
ブ

ロ
ッ

ク
会

議
に

 

係
る

提
案

議
題

に
対

す
る

意
見

 

佐
賀

県
連

合
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

 
 

 
 

 要
望

事
項

（
佐

賀
県

連
合

海
区

漁
業

調
整

委
員

会
）

 

 （
１

１
）

ク
ロ

マ
グ

ロ
資

源
の

適
正

利
用

及
び

零
細

漁
業

者
の

経
営

支
援

に
つ

い
て

 

 意
 

見
 

 当
海

区
要

望
分

 

        別
紙

様
式

 

 

令
和

４
年

度
全

国
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

連
合

会
九

州
ブ

ロ
ッ

ク
会

議
に

 

係
る

提
案

議
題

に
対

す
る

意
見

 

佐
賀

県
連

合
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

 
 

 
 

 要
望

事
項

（
長

崎
県

連
合

海
区

漁
業

調
整

委
員

会
）

 

 （
１

２
）

太
平

洋
ク

ロ
マ

グ
ロ

の
資

源
管

理
の

推
進

に
つ

い
て

 

 意
 

見
 

 要
望

の
趣

旨
に

賛
同

し
ま

す
。
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7
 /
 
1
2 

 別
紙

様
式

 

 

令
和

４
年

度
全

国
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

連
合

会
九

州
ブ

ロ
ッ

ク
会

議
に

 

係
る

提
案

議
題

に
対

す
る

意
見

 

佐
賀

県
連

合
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

 
 

 
 

 要
望

事
項

（
宮

崎
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

）
 

 （
１

３
）

太
平

洋
ク

ロ
マ

グ
ロ

の
資

源
管

理
に

係
る

運
用

に
つ

い
て

 

 意
 

見
 

 要
望

の
趣

旨
に

賛
同

し
ま

す
。

 

        別
紙
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式
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４
年
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全

国
海

区
漁

業
調
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会

連
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係
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題
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賀
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連

合
海
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漁
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調
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委
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事
項
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鹿

児
島

県
連

合
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

）
 

 （
１

４
）

太
平

洋
ク

ロ
マ

グ
ロ

の
資

源
管

理
の

強
化

に
伴

う
経

営
安

定
対

策
の

推
進

に
つ

い
て

 

 意
 

見
 

 要
望

の
趣

旨
に

賛
同

し
ま

す
。
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調
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望

事
項
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縄
海

区
漁

業
調

整
委

員
会
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 （
１

５
）

太
平

洋
ク

ロ
マ

グ
ロ

（
大

型
魚

）
の

適
正

な
資

源
管

理
に

つ
い

て
（

継
続

）
 

 意
 

見
 

 要
望

の
趣

旨
に

賛
同

し
ま

す
。

 

        別
紙

様
式

 

 

令
和

４
年

度
全

国
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

連
合

会
九

州
ブ
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議
題
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合
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

 
 

 
 

 要
望

事
項

（
佐

賀
県

連
合

海
区

漁
業

調
整

委
員

会
）

 

 （
１

６
）

ミ
ニ

ボ
ー

ト
に

よ
る

危
険

行
為

の
防

止
に

つ
い

て
 

 意
 

見
 

 当
海

区
要

望
分
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熊
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連
合

海
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漁
業

調
整

委
員

会
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 （
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ミ
ニ

ボ
ー

ト
に
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危
険

行
為

の
防

止
に

つ
い

て
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見
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の
趣

旨
に

賛
同

し
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す
。
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年
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賀
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海
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漁
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調

整
委

員
会

 
 

 
 

 要
望

事
項

（
長

崎
県

連
合

海
区

漁
業

調
整

委
員

会
）

 

 （
１

８
）

海
区

漁
業

調
整

委
員

会
制

度
に

つ
い

て
 

 意
 

見
 

 要
望

の
趣

旨
に

賛
同

し
ま

す
。
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漁
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新
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漁
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係
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改
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。
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漁
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調
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員
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２

０
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改
正

漁
業

法
に

お
け

る
新

た
な

資
源

管
理

措
置

等
に

つ
い

て
 

 意
 

見
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望

の
趣

旨
に

賛
同

し
ま

す
。
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２
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。
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２
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漁
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の
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。
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。
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試験養殖経過報告書 

 

    令和４年３月２９日 

 

佐賀県知事 山口 祥義 様 

 

佐賀縣唐津市海岸通 7182-233 

佐賀玄海漁業協同組合 

代表理事組合長  川嵜 和正 

 

 

 

令和 3 年（2021 年）3 月 29 日付け試養第 200202 号で承認のありましたカキ類及びヒオウギ

ガイの試験養殖の経過につきまして、以下のとおり報告します。 
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カキ類及びヒオウギガイの養殖試験報告書 

 

１．目的 

現在、玄海地区の漁業は、水揚量の減少、魚価の低迷に加え、組合員の減少など厳しい状況に置

かれており、複合経営種として養殖管理にあまり手がかからないマガキなどの二枚貝などの養殖が増

加している。 

佐賀玄海漁業協同組合肥前統括支所管内においても、唐津市肥前町竹ノ子島地先（菖津地区）、

同町晴気地先でカキ類養殖を実施しており、一定の生産成果が得られている。さらに、唐津市肥前町

竹ノ子島地先では、カキ類の天然種苗採苗試験を実施しているところである。 

一方、同支所管内の駄竹地区では、ごち網漁業および定置網漁業が主として営まれているが、ごち網

漁業の休漁期間（１～２月）の収入源の確保、定置網漁業の漁獲量の不安定による収入不安定に対す

る対応が喫緊の課題となっている。 

そこで、外洋に開き静穏海域ではない駄竹地区（入野サヤ﨑地先）において、秋から春にかけて安

定した収入が見込める二枚貝類、カキ類およびヒオウギガイの養殖試験を行うことで、同地区の漁業者

の漁家経営の安定に資する可能性を図る。 

 また新たに菖津地区（東松浦郡玄海町牟形牟形浦）では、ヒオウギガイの養殖試験を行うことで、同

地区の漁業者の漁家経営の安定にする可能性を図る。 

 

２．試験の概要 

（１） 実施場所および対象魚種： 

   ①唐津市肥前町入野サヤ﨑地先（別図１） 

松区第４１７号（介類小割養殖業）の一部を使用し、カキおよびヒオウギガイの養殖試験を 

実施 

②東松浦郡玄海町牟形牟形浦（別図２） 

松区第４１６号（介類小割養殖業）の一部を使用し、ヒオウギガイの養殖試験を実施 

 

（２）実施期間：令和３年 3 月２９日～令和 4 年３月２８日 

（３）試験内容 

ａ）カキ類 

ア 概要 

 筏式（木製） 

イ 養殖施設（別図 3） 

 ・10ｍ×10ｍ筏を１基設置（入野サヤ﨑地先） 

 ・0.5～0.7ｍ間隔でカキ種苗が付着したホタテ貝殻を取り付けたロープを吊るす 

 ・上記筏にホタテ殻垂下連を 50 連設置 

ウ 試験方法 

  令和３年３月に筏およびカキ種苗を試験海域に設置 

  ・設置後は同 11 月頃まで、通常の養殖管理、月１回毎に生残確認 

  ・同１２月から令和４年１月にかけて身入り試験 
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  ・令和４年３月に試験終了・片付け 

エ 養殖スケジュール 

 

ｂ）ヒオウギガイ 

ア 概要 

 筏式（木製） 

イ 養殖施設（別図４） 

 ・10ｍ×10ｍ筏 

 ・2ｍ間隔でブイを設置し、それにヒオウギガイ稚貝をいれたチョウチンかご 3～5 個を設置する。 

・チョウチンかごは 2 分目から 5 分目の目合いとし、1 かごに 20～30 個のヒオウギガイを 

入れる（入れる数は、貝の大きさにより調整する；かご底面積の 70％以内） 

ウ 試験方法 

  令和３年３月に筏およびヒオウギガイ種苗を試験海域に設置 

  ・設置後は同 11 月頃まで、通常の養殖管理、月１回毎に生残確認 

  ・同 11 月から令和４年１月にかけて身入り試験 

  ・令和４年３月に試験終了・片付け 

エ 養殖スケジュール 

 

 

 

  

 R3.3 月   6 月  9 月  １１月   12 月～R4.1 月        R4.３月 

作業内容 
筏・種苗→養殖管理・生残確認  →生残・見入り試験 →→ 試験終了・片付け 

設置 

 R3.3 月      6 月     9 月       11 月～R4.1 月     R4.３月 

作業内容 
筏・種苗→ 養殖管理（網替え・貝掃除） →  身入り試験    →試験終了・片付け 

設置     生残確認 
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３．結果 

令和３年３月から生産を開始した。 

【カキ養殖】 

今回の試験養殖では殻付き重量で 3 トンを生産し、斃死率２〜５割であった。ま
た、販売金額は 120 万円であった。  

他の地区と比較しても生残率が高かかったが、菖津地区（松区第 512 号）で養殖さ
れたマガキに比べ小ぶりであった（図１〜３）。ただ、身入り率は佐賀県平均、菖津地
区より高い傾向であった。駄竹地区での養殖対象として適していると評価できた。 

 
 
【ヒオウギ養殖】 

駄竹地区においては 400 個を生産した。販売は実施してしないが、生産管理はほぼ
必要なく、養殖対象として適していると評価できた。 

菖津地区では、夏の豪雨の影響等により全滅となった。 

 

4．課題 

カキ類については、今回生産量は十分と考えられたが、小ぶりの個体が多くみられ
た。過密生産になっている可能性があったことから、次年度は密度調整を行い成長が
良い個体を増えるかを試験する。 

ヒオウギについては、生産の可能が見えたことから、販路等について検討していく必
要がある。 

図１ 菖津地区と駄竹地区の養殖カキの比較養殖
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菖津 菖津 
駄竹 

大サイズ 

図２ 菖津地区養殖カキと駄竹地区試験養殖カキの外観比較 

図３ 菖津地区養殖カキと駄竹地区試験養殖カキのむき身比較 

菖津 駄竹 

大サイズ 

駄竹 

中サイズ 

駄竹 

小サイズ 

駄竹 

中サイズ 菖津 
駄竹 

小サイズ 
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松区第417号

第１種区画漁業権（介類小割式養殖）漁場内

10ｍ×10ｍの筏を2基設置 合計200㎡

別図1
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松区第416号

第１種区画漁業権（介類小割式養殖業）漁場内

7ｍ×7ｍの筏を一基設置 49㎡

別図2
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418

別図第３　松浦海区における区画漁業の漁場計画（４）


